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戦
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艦
に
給
油
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と
の
米
軍
揚
陸
艦
ジ
ュ
ノ
ー
の
元
艦
長
の
証
言
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
「
イ
ラ
ク
作
戦
の
米
艦
に
給
油
」
と
の
米
軍
揚
陸
艦
ジ
ュ
ノ
ー
の
元
艦
長
の
証
言
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

海
上
自
衛
隊
の
補
給
艦
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
七
日
及
び
同
年
二
月
二
十
三
日
、
イ
ン
ド
洋
に
お
い
て
米
揚
陸
艦
「
ジ

ュ
ノ
ー
」
に
対
し
て
燃
料
の
補
給
を
実
施
し
た
。
同
揚
陸
艦
が
我
が
国
か
ら
補
給
を
受
け
て
い
た
時
期
に
不
朽
の
自
由
作
戦

に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
年
当
時
、
米
側
に
確
認
済
み
で
あ
る
。
な
お
、
海
上
自
衛
隊
の
補
給
艦
が
こ
れ
ら

の
日
に
同
揚
陸
艦
に
食
料
の
補
給
を
実
施
し
た
と
の
事
実
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

我
が
国
が
米
揚
陸
艦
「
ジ
ュ
ノ
ー
」
に
補
給
し
て
い
た
時
期
に
、
同
揚
陸
艦
が
不
朽
の
自
由
作
戦
に
従
事
し
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
当
時
、
米
側
に
確
認
済
み
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
報
道
に
つ
い
て
は
、
米
側
か
ら
、
「
ジ

ュ
ノ
ー
」
が
「
イ
ラ
ク
の
自
由
作
戦
」
に
従
事
し
て
い
た
旨
を
ホ
ー
ト
ン
元
「
ジ
ュ
ノ
ー
」
艦
長
が
発
言
し
た
と
の
事
実
は

な
い
と
の
回
答
を
得
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
海
上
自
衛
隊
が
米
側
に
提
供
し
た
燃
料
は
、
平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
等
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
達
成
の

一



た
め
の
諸
外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
及
び
関
連
す
る
国
際
連
合
決
議
等
に
基
づ
く
人
道
的
措
置
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
趣
旨
に
沿
っ
て
適
切
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二


